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ペットフード安全法の概要

は じ め に は じ め に 

2008 年６月、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与するために、ペットフードを規制する「愛

がん動物用飼料の安全性を確保する法律（ペットフード安全法）」が成立し、2009 年６月１日から

施行されます。

　この法律は、ペットフードの製造の方法や表示についての基準、成分についての規格を定め、

これに合わないペットフードの製造、輸入又は販売を禁止するものです。ペットフードの製造業者、

輸入業者及び販売業者は、定められた基準や規格を守る責任が生じます。

国

製造方法等の基準・
成分の規格を設定

●基準・規格に合わない

ものの製造等を禁止

●有害な物質を含む愛が

ん動物用飼料の製造等

を禁止

●有害な物質を含む愛が

ん動物用飼料等の廃棄

等の命令

海外からの輸入品

輸入業者
（届出･帳簿の備付け義務）

製造業者
（届出･帳簿の備付け義務）

販売業者
（帳簿の備付け義務（小売の場合は除く））

安全な愛がん動物用飼料

なお、この法律の詳細については、

環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/）または、

農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/）をご覧下さい。

　しかしながら、ペットフード安全法の規制だけで、食べ物によるペットの健康被害を防げるわ

けではありません。ペットの健康と安全を守るためには、フードを与える飼い主自身が、ペット

の生態や必要な栄養素、食べ物などについて理解し、適切な給餌を行うことが大切です。飼い主

の責任は、「動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛護管理法）」においても、次のように規定

されています。

動物の飼い主の責任（動物愛護管理法第７条）

・動物の種類や習性などに応じて適正に飼い、動物の健康と安全を守るよ

う努めること。

・動物が人に危害を加えたり迷惑を及ぼすことが無いよう努めること。

・感染症などの病気の知識を持って、予防に注意するよう努めること。

・自分が所有していることを明らかにするために、標識をつけるよう努め

ること。

　このガイドラインは、犬と猫を対象として、ペットフードの選び方や与え方、日頃の健康管理な

どについて紹介し、飼い主の方々の理解と適切な飼養を支援することを目的として作成しました。

製品
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監　修：阿部又信（ヤマザキ動物看護短期大学 教授）

　　　　大木富雄（日本ペット栄養学会 常任理事）
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ペットフード安全管理者認定制度の概要 

 

【概要】 

 ペットフード安全法を推進するため、輸入・製造・販売現場等にペ

ットフード協会認定の安全管理者を配置し、ペットフードの安全確

保に寄与するための制度。 

 一般社団法人ペットフード協会主催の講習会を受講し、試験におい

て所定の知識を取得したことが確認された者に、ペットフード安全

管理者認定資格が与えられる。 

 資格の有効期限は３年であり、更新講習会を受講することにより資

格を維持することが可能。 

 ペットフードの製造、品質管理、研究開発、商品企画、マーケティ

ング、営業、輸入等、幅広い分野の関係者が本資格を保有しており、  

2013 年までの資格保有者は約 250 名。 

 

【講習会及び試験の具体的な内容 】 

１．ペットフード安全性と関連法規 

２．成分規格とリスク評価 

３．安全なペットフードの製造に関する実施基準の概論 

４．安全なペットフードの製造に関する実施基準の各論 

５．衛生管理 

６．表示基準 

７．行政による立入検査 

８．リスク管理 
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ペットフード販売士認定制度の概要 

 

 

【概要】 

 ペットの健康の維持・増進に寄与するため、販売や相談に携わる者

が、店頭及び動物病院での相談に的確に対応できるように、一般社

団法人ペットフード協会が 2012 年に設立した制度。 

 一般社団法人ペットフード協会主催の講習会を受講し、試験におい

て所定の知識を習得したことが確認された者に、ペットフード販売

士認定資格が与えられ、今までに約 370 名が認定されている。 

 

 

【講習会及び試験の具体的な内容 】 

１．犬と猫の生理学 

２．基礎栄養学 

３．ペットフードについて 

４．関連法規 

５．ペットフードの製造・保存 

６．店頭や動物病院でのQ＆A 

７．飼育の基礎マナー 

８．エキゾチックアニマルについて 

９．ペットの効用 
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